
外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

要
綱

第
一

題
名

題
名
を
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
等
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

第
二

目
的

こ
の
法
律
は
、
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
を
促
進
す
る
こ
と
が
我
が
国
経
済
社
会
の
発
展
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
の
た

め
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
我
が
国
に
対
す
る
理
解
の
増
進
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
国
際
観
光
旅
客
の

往
来
を
促
進
す
る
こ
と
が
国
際
交
流
の
拡
大
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
観
光
先
進
国
の
実
現
に
向
け
た
観
光
基

盤
の
拡
充
及
び
強
化
を
図
る
た
め
、
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
及
び
国
際
観
光
の
振
興
に
資
す
る

施
策
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
観
光
の
振
興
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国

の
観
光
及
び
そ
の
関
連
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
並
び
に
地
域
経
済
の
活
性
化
そ
の
他
の
地
域
の
活
力
の
向
上
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
第
一
条
関
係
）



第
三

基
本
方
針

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
本
方
針
を
「
国
際
観
光
の
振
興
を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
」
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

記
載
事
項
を
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
四

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置

一

協
議
会

地
方
運
輸
局
、
関
係
都
道
府
県
及
び
観
光
関
係
団
体
は
、
一
又
は
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
す
る
地
域
ご

と
に
、
外
客
来
訪
促
進
計
画
の
策
定
等
を
行
う
た
め
の
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

二

外
客
来
訪
促
進
計
画

外
客
来
訪
促
進
計
画
の
策
定
主
体
を
協
議
会
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
外
客
来
訪
促
進
計
画
の
記
載
事
項
を
改
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

三

公
共
交
通
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
観
光
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
に



つ
い
て
、
外
国
語
等
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
観
光
に
関
す
る
情
報
の
閲
覧
を
可
能
と
す
る

た
め
の
措
置
、
座
便
式
の
水
洗
便
所
の
設
置
そ
の
他
の
外
国
人
観
光
旅
客
の
公
共
交
通
機
関
の
利
用
に
係
る
利
便
を
増
進

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
五

国
際
観
光
振
興
施
策
に
必
要
な
経
費
の
財
源

政
府
は
、
国
際
観
光
旅
客
税
（
仮
称
）
の
収
入
見
込
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
国
際
観
光
振
興
施
策
に
必
要
な
経
費
に
充

て
る
も
の
と
し
、
金
額
の
算
出
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
年
度
の
予
算
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
六

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
の
三
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
及
び
第
六
条
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）



四

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
関
係
）


